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大学共同利用機関法人自然科学研究機構情報セキュリティ委員会規程 
 

平成２８年９月２３日 
自機規程第１１２号 

 
（目的） 

第１条 この規程は，大学共同利用機関法人自然科学研究機構組織運営通則（平成１

６年通則第１号）第１２条の６及び大学共同利用機関法人自然科学研究機構情報セ

キュリティ対策に関する基本規程（平成２８年自機規程第１１１号。以下「基本規

程」という。）第１７条の規定に基づき，情報セキュリティ委員会（以下「委員会」

という。）の組織及び運営等について定めることを目的とする。 
（任務） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。 
一 大学共同利用機関法人自然科学研究機構（以下「機構」という。）における情

報セキュリティポリシー等，情報セキュリティに関する重要な事項 
二 機構における情報セキュリティに係る危機管理に関する事項及び倫理に関する

事項 
三 機構における情報資産（基本規程第３条第７号をいう。）の開発，管理，運用

に関する重要事項 
四 その他機構における情報セキュリティに関する重要事項 
（組織） 

第３条 委員会は，委員長，副委員長及び委員をもって組織する。 
（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は，基本規程第５条に規定する最高情報セキュリティ責任者（以下

「ＣＩＳＯ」という。）をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは，副委員長がその職務を代理する。 
４ 副委員長は，委員長が指名する基本規程第６条に規定する機関最高情報セキュリ

ティ責任者（以下「機関ＣＩＳＯ」という。）又は基本規程第１１条に規定する情

報セキュリティ責任者をもって充てる。 
（委員） 

第５条 委員は，次の各号に掲げる者で構成する。 
一 機関ＣＩＳＯ 
二 情報セキュリティ責任者 
三 機構の職員のうち，委員長が必要と認めた者 
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四 機構に所属しない専門家で，ＣＩＳＯが必要と認めた者。ただし，機構長が認

めた場合に限る。 
（委員の任期） 

第６条 前条第１号及び第２号の委員（以下「職指定委員」という。）の任期は２年

とし，第３号及び第４号の委員の任期は，職指定委員の任期を越えない範囲とする。

また，委員は再任できるものとする。 
２ 欠員等が生じた場合の後任の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（議事） 
第７条 委員長は，委員の過半数の出席がなければ，議事を開き，議決することがで

きない。 
２ 議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，委員長が決する。 

（委員以外の者の出席者） 
第８条 委員会は，必要と認めるときは，委員以外の者を出席させて，意見を聴くこ

とができる。 
（専門部会） 

第９条 委員会に専門的事項を審議及び調査するため，必要に応じて専門部会を置く

ことができる。 
２ 専門部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

（庶務） 
第１０条 委員会の庶務は，事務局総務課において処理する。 

（補則） 
第１１条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営等に関し必要な事項は，委員

会が別に定める。 
附 則 

１ この規程は，平成２８年９月２３日から施行する。 
２ 第６条第１項の規定にかかわらず，最初の委員の任期は，平成３０年３月３１日

までとする。 
３ 大学共同利用機関法人自然科学研究機構情報化・セキュリティ連絡会規程（平成

１８年自機規程第６５号）は，廃止する。 
附 則 

この規程は，平成３０年３月１日から施行する。 
附 則 

この規程は，平成３０年１１月１日から施行する。 
附 則 

この規程は，令和元年１２月１日から施行し，平成３１年４月１日から適用する。 
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附 則 
この規程は，令和４年１０月１日から施行する。 
 


